
『慶應義塾大学 DMC紀要』投稿規定 
 
１．『慶應義塾大学 DMC紀要』(以下、紀要)の投稿資格は次の通りとする。 

１）慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究センター（以下、DMC研究
センター）研究員、専門員、プロジェクトメンバーとし、現職者のほか、離籍者を含

む。共著者の資格は問わない。 
２）慶應義塾大学の現職教員。共著者の資格は問わない。 
３）修士の学位を有する者もしくはこれと同等以上の研究者。共著者も同等以上とす

る。 
４）その他、慶應義塾大学 DMC紀要編集委員会（以下、委員会）が認めたもの 
 

２．投稿原稿の内容 
１）広く、デジタルメディア・コンテンツに関わるものであること 
２）原則として、日本語もしくは英語とし、それ以外の言語の場合は、委員会にはか

るものとする 
３）原則として未発表のものであること 
 

３．投稿原稿の種類 
１）原著論文 
２）総説 
３）研究ノート 
４）資料 
５）その他（作品およびその解説、翻訳、研究動向、実験報告、展示報告、雑録等々）。

著者がジャンル名称を指定できる。 
 

４．原稿の掲載 
１）投稿原稿は、委員会規約に基づき、差読者による査読を経て、委員会において採

否を決定する。委員会は、掲載予定の原稿全てにおいて、投稿者に修正を要求するこ

とができる。 
２）掲載は、原則として DMC 研究センターが管理する Web サイトにおいて『DMC
紀要』として行う。ただし、作品などについては、委員会の認めた外部のサイトにお

き、DMC研究センターが管理するWebサイトからのリンクを行うことがある。 
 

５．投稿 
１）投稿は随時受け付ける。作品を除き、原則として PDFファイルとする。 
２）記載の仕方は、各学問分野における慣習に従うものとするが、表紙に関しては委



員会の定める表紙形式（別紙）に従うこと。 
３）委員会への問い合わせならび投稿先は次のメールアドレスとする。データ量など

からメールによる投稿が不適当と思われる場合は、事前に相談すること。なお、投稿

された原稿、メディアは掲載の採否に係わらず返却しない。 
   review-dmc@adst.keio.ac.jp 
 

６．著作権 
１）委員会に投稿し、『紀要』に掲載された著作物（以下、本著作物）の著作権は、原

則として著作者に属する。ただし、慶應義塾著作権取扱規則に基づき、義塾が著作者

となる場合ならびに義塾に著作権が帰属する著作物を除く。 
２）著作者は、委員会が、本著作物について、DMC研究センターならびに慶應義塾内
のWebサイトまたは論文データベース等における掲載、および DMC研究センターの
活動として刊行・上映・展示・複製等を行うことがあることを了承すること。 
３）著作者は、本著作物を他雑誌あるいは単行本などに転載するときは、委員会へ報

告すること。なお、転載にあたっては原則的に『紀要』掲載論文等である旨を明記す

ること。 
４）著作者は、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであ

ることを保証すること。 
 

７．原則として本著作物に対する原稿料、利用対価の支払いは行わない。ただし、DMC研
究センターの刊行物等により利益が発生する場合は、著作者と委員会とで別途協議す

るものとする。 
 

８．掲載料の徴収は行わない。 
 

９．この規定の改廃は、委員会が行う。 
 
（附則） 
この規定は、平成 25年 4月 1日から施行する。 


